
第196条
つ ぶ

ある者が他人（の子の）の目を潰したる時

は、自分の眼も潰されなければならない。

ハンムラビ法典 「目には目を歯には歯を」で有名な条文

ハンムラビ王の頭像



アマルナ文書 アッシリアの書記たち

池田潤 『楔形文字を読んでみよう 書いてみよう』 白水社、2006年、46-47頁を改変



ツタンカーメン王の墓室に記されている
ヒエログリフを読んでみよう！
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